
【豊岡市の耐震改修補助金制度】 
 

１ 豊岡市住まいの耐震化促進事業補助金 

（1） 全体補強型 

ア 概要 

耐震診断の結果、耐震基準未満の住宅について、地震に対して安全な計画（上部構

造評点が 1.0 以上若しくは Is 値が 0.6 以上）または、地震に対して安全な構造であ

ることが確認できる住宅とするための計画策定および改修工事に対して一定の補助金

を受けられます。 

イ 助成割合及び上限額 

（ｱ） 計 画 策 定 費 補 助：対象経費の３分の２以内 上限額２０万円 

（ｲ） 耐震改修工事費補助：対象経費の５分の４以内 上限額１２０万円 

ウ 申込期限 ※予算の範囲内で先着順 

  ２０２４年（令和６年）１２月２７日（金）まで 

エ 交付申請時に必要な書類 

（ｱ） 計画策定費補助 

Ａ 耐震診断・耐震改修計画策定住宅概要書 

Ｂ 所有者及び建築年月が確認できる書類の写し 

Ｃ 付近見取り図 

Ｄ 耐震診断及び耐震計画策定費の見積書 

Ｅ 委任状（代理人が申請手続きを行う場合） 

（ｲ） 耐震改修工事費補助 

Ａ 耐震改修工事住宅概要書 

Ｂ 補助金算定書 

Ｃ 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類の写し 

Ｄ 耐震診断報告書 

Ｅ 所得証明書の写し 

Ｆ 住民票の写し 

Ｇ 住宅耐震改修に係る設計図書 

Ｈ 住宅改修業者登録制度による登録証の写し 

Ｉ 耐震改修工事実績公表同意書 

Ｊ 委任状（代理人が申請手続きを行う場合） 

 

（2） 部分補強型 

ア 概要 

耐震診断の結果、耐震基準未満の住宅について、大地震に対し、瞬時には倒壊しな

い程度（上部構造評点が 0.7 以上若しくは Is 値が 0.3 以上）の耐震性を確保できる

住宅とするための計画策定および改修工事に対して一定の補助金を受けられます。   

イ 助成割合及び上限額 

簡易耐震改修工事費補助：対象経費の５分の４以内 上限額５０万円 



ウ 申込期限 ※予算の範囲内で先着順 

  ２０２４年（令和６年）１２月２７日（金）まで 

エ 交付申請時に必要な書類 

（ｱ） 耐震改修工事住宅概要書 

（ｲ） 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類の写し 

（ｳ） 所得証明書の写し 

（ｴ） 住民票の写し 

（ｵ） 付近見取り図 

（ｶ） 住宅改修業者登録制度による登録証の写し 

（ｷ） 耐震改修工事実績公表同意書 

（ｸ） 委任状（代理人が申請手続きを行う場合） 

（3） 防災ベッド等設置 

ア 概要 

簡易耐震診断の結果、評点が 1.0 未満又は、耐震診断の結果、安全性が低い住宅に

ついて、防災ベッド等の設置に要する費用対して定額の補助金を受けられます。 

イ 助成割合及び上限額 

防災ベッド等設置工事費補助：１台当たり定額１０万円 

（１０万円以上の工事に限る） 

ウ 申込期限 ※予算の範囲内で先着順 

  ２０２４年（令和６年）１２月２７日（金）まで 

エ 交付申請時に必要な書類 

（ｱ） 簡易耐震診断報告書等耐震診断の結果が分かる書類の写し 

（ｲ） 所得証明書の写し 

（ｳ） 防災ベッド等設置経費の見積書 

（ｴ） 防災ベッド等に関する仕様書 

（ｵ） 現況写真 

（ｶ） 防災ベッド等設置に関する図書 

（ｷ） 住民票の写し 

（ｸ） 委任状（代理人が申請手続きを行う場合） 

 

２ 豊岡市住宅耐震リフォーム補助金 

（1） 豊岡市住まいの耐震化促進事業加算型 

ア 概要 

「豊岡市住まいの耐震化促進事業」を利用した住宅耐震改修工事と同時に実施する

リフォーム工事に対して一定の補助金を受けられます。 

イ 助成割合及び上限額 

耐震リフォーム工事費補助：対象経費※の６分の１以内 上限額３０万円 

 ※市内業者と工事契約をおこなうこと。 

ウ 申込期限 ※予算の範囲内で先着順 

  ２０２４年（令和６年）１２月２７日（金）まで 

 



エ 交付申請時に必要な書類 

豊岡市住まいの耐震化促進事業補助金の補助金交付決定通知書の写し 

（2） 居室等補強型 

ア 概要 

  簡易耐震診断の結果、評点が 1.0 未満の戸建て住宅について、住宅の居間または寝

室の壁補強工事のための耐震改修工事ならびに同時に行うリフォーム工事に対して

一定の補助金を受けられます。 

なお、６５歳以上の高齢者世帯のうち、市民税所得割非課税世帯および身障者がい

る世帯は助成額を加算します。 

イ 助成割合及び上限額 

耐震リフォーム工事費補助：対象経費※の６分の１以内 上限５０万円 

※６５歳以上の高齢者世帯のうち、市民税所得割非課税世帯および身障者がいる世帯 

３分の１以内 上限６０万円      

※壁補強等の工事費が５０万円以上かつ、市内業者と工事契約をおこなうこと。 

ウ 申込期限 ※予算の範囲内で先着順 

  ２０２４年（令和６年）１２月２７日（金）まで 

エ 交付申請時に必要な書類 

（ｱ） 工事概要書及び補助金算定書 

（ｲ） 耐震リフォーム工事費内訳書 

（ｳ） 豊岡市簡易耐震診断報告書の写し 

（ｴ） 現況写真 

（ｵ） 耐震リフォーム工事に係る図書 

（ｶ） 世帯全員の住民票及び所得課税証明書 

（※６５歳以上の高齢者世帯のうち、市民税所得割非課税世帯および身障者がい

る世帯の場合のみ） 

（ｷ） 委任状（代理人が申請手続きを行う場合） 

  



【基本的な手続きの流れ】 

 

 
項 目 必要書類等 

補助金の交付申請 耐震改修・リフォーム工事（補強設計業務）の契約を行う前に

交付申請書を建築住宅課窓口まで提出してください。 

必要書類等については、各チェックリストを参照のこと 

補助金の交付決定 
内容の審査等を行い、補助が適当と認められたときは補助金交

付決定通知書を送付します。 

※市の担当職員が現地確認を行う場合もあります。 

※申請～交付決定までは１週間程度必要です。 

 

交付決定通知書が届いた後、工事（補強設計業務）契約を締結

し、工事（業務）に着手してください。 

※工事契約は交付決定日から 30 日以内、又は 12 月末のいずれ

か早い日に締結してください。 

【工事のみ対象】 

中間検査の実施 

 耐震補強工事完了時点で現地にて中間検査を行います。 

※検査希望日の７日前までに建築住宅課までご連絡ください。 

【必要書類】 

・工事請負契約書の原本及びコピー 

・耐震補強工事状況の写真等 

実績報告書の提出 
耐震改修・リフォーム工事（補強設計業務）が終わりましたら、

完了日から 30 日以内、又は２月 28 日(居室等補強型においては

３月中旬)のいずれか早い日に実績報告書を提出してください。 

必要書類等については、各チェックリストを参照のこと 

補助金の交付 内容の審査等を行い、適正と判断したら補助金額確定通知書を

送付します。 

※補助金は、通知後約３～４週間で指定口座に振り込みます。 


